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時代の変化に対応した連携の必要性（案）
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市町村の区域を越えた
多層的な生活空間の広がり

〇 基礎自治体による行政については、２０４０年にかけて、人口構造の変化等
に伴い、以下のような課題が顕在化するおそれ。

 生産年齢人口の減少に伴う人材（特に専門人材※）の不足
※保健師、土木技術職員など

 各世代の人口が大きく増減することに伴う行政需要の変化への対応
（例：介護需要の増、公共施設の再編 等）

 ライフスタイルの変化等に伴い社会問題化する高度な課題への対応
（例：病児保育、発達障害への支援 等）

顕在化するおそれがある課題現状（時代の変化）

（１）全ての市町村で顕在化し、 （＝地域的な広がり）

（２）特定行政分野にとどまらず幅広い行政分野で顕在化するものの、 （＝分野的な広がり）

（３）顕在化の状況等には差がある。 （＝時間差によるばらつき）

共通の課題に対応する必要があるにも関わらず、近隣市町村での連携が十分に進展しているとはいえない。

課題の特徴と連携に至らない要因

〇 全ての市町村で、持続可能な形で、行政サービスを提供し続けることができるようにするためには、これらの課
題が顕在化しつつある段階から、課題が深刻化しないように、行政需要や経営資源（人材・財源）の変化に対する
長期的な見通しを持ち、早期に対策を講じることが必要。

〇 特に、人口減少による供給制約に対応するためには、希少化する人材や既存の公共施設について、自治体ごと
のフルセット主義や行政分野別の縦割りによって生じる資源の過少利用から脱却し、より広域的で、分野横断的な
観点から、資源を有効に活用できるようにすることが必要。

人口減少や技術革新などによる
これまでに経験したことの
ないような大きな変化



（参考）連携のための「壁」の除去（案）
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〇 圏域で一体的に実施することが長期的に望ましい事務・施策であっても、その必要性・メリットが感じられないことにより、広域連
携の検討に至らない例もあると考えられる。連携に至らない事例では、市町村（部署）が「連携は自らの事務（施策）ではない」
と考えている場合もあるのではないか。

〇 今後の圏域における市町村には、圏域の共通課題について、空間軸、時間軸、行政分野における「壁」を取り払い、広域的、長
期的かつ分野横断的な視点で対応することが求められるのではないか。

空間軸

時間軸

行政分野

今後の圏域に求められる市町村の行動パターン
（＝連携が進んだ連携中枢都市圏における取組）

• 現在、中心市のみならず近隣市町村の住民も、市町村の
区域を越えて、中心市に所在する事業所に通勤している。

• 今後、圏域の労働力を確保することは、中心市にとっても
重大な課題であり、圏域全体として、地域経済を活性化さ
せ、行政サービスを確保する必要がある。

• 日常的な業務に支障が生じない限り、行政サービスの将
来の姿を検討することはない。

• 今後、自治体行政や地域産業を取り巻く環境変化（経営

資源の不足や行政需要の増減、技術革新）に対応するには、
長期的な見通しを圏域で共有する必要がある。

• 関連性が強い行政分野の計画策定であっても、個々の部
局が個別に連携の可否を検討している。

• 今後、圏域における都市機能を維持することの必要性を
全ての行政分野において共有し、連携の可否を検討する
必要がある。

地域的な課題のみならず、
広域的な視点で
共通課題に対応

短期的な課題のみならず、
長期的な視点で
共通課題に対応

行政分野の縦割りでなく、
分野横断的な視点で
共通課題に対応



事務・施策の特徴と連携のイメージ（案）

3

〇 都市間バス路線の維持、大規模な公共施設の再編、災害時の対応等のように、市町村の区域をまたぎ、広域的な視点で対
応する必要がある事務・施策は、圏域で一体的に検討し、実施することが効率的・効果的ではないか。

〇 多くの市町村では、長期的な見通しを立てるための体制が不足している可能性があるため、地域的な課題であっても、顕在化
しつつある長期的な課題への対応には、圏域の持続可能性を高める観点から、一定の体制を有する中心市が近隣市町村に
係る調査（事実確認）を合わせて行うことが適当ではないか。

〇 さらに、地域的な課題への対応を含め、行政サービスの実施体制を確保するために、広域的・長期的な観点で人材（特に専門
性やノウハウを有する人材）を育成する取組は、圏域で一体的に検討し、実施することが効率的・効果的ではないか。

長期的
短期的
（日常的・
緊急的）

広域的

地域的

【例】
〇都市（拠点）間を結ぶ広域的な

バス路線の維持
〇スポーツ施設や廃棄物処理場

の適正配置
〇医療・介護人材の確保・育成

【例】
〇窓口業務
〇公共施設の維持・点検
〇介護保険の認定審査

【例】
〇災害発生時の避難
〇災害復旧
〇地域資源のブランド化

【例】
〇集会施設などの施設の集約化
〇各市町村区域内のフィーダー系・

デマンド交通の維持
〇地域包括ケアシステムの構築
〇窓口業務のあり方の検討 等

共同調査（事実確認）が
適切ではないか
（地域住民が使用する公共施設の再編

に関連するGISデータの提供など）

地域的で長期的な課題に関するヒアリング団体の意見

• 近隣市町の中には、公共施設の維持・点検に関する
専門人材が不足している自治体もあり、人材面での
連携や中心市からの派遣を求める声がある。

• 専門人材を圏域でプールしておくことは、広域連携施
策としてありうるのではないか。

長期的な視点で事務・施策を講じる
ためには、課題の所在をデータなど

により明確化する必要がある。

財政負担・職員負担の軽減や
限られた専門的人材の確保のため、
共同で体制を構築する場合もあり



圏域に求められる機能（案）
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〇 市町村が、人口構造の変化等に伴う地域の共通課題に対応するとともに、行政需要や経営資源の変化の中で、持続可能な
形で行政サービスを提供し続けることができるようにするために、社会・経済・行政などで関連性を有する市町村からなる圏
域において、以下の機能が満たされる必要があるのではないか。

① 行政サービス（行政需要の量・質の変化／供給制約）に関する長期的な見通しの作成

② 広域的な負担調整の実施

③ 行政実施体制の確保 （特に専門性やノウハウを有する人材の確保・育成）

〇 圏域がその機能を十分に発揮するためには、特に中心市が圏域を牽引する役割を果たすことが重要であるため、中心市の
取組（及びそれに呼応する近隣市町村の取組）を円滑化する制度と、それを支える財政措置等を講じる必要があるのではないか。

長期的な見通しの作成

広域的な負担調整

地域的な課題への対応

行政実施体制の確保
（特に専門性やノウハウを有する人材の育成 等）

圏域の形成（負担調整や実施体制
の確保）を通じて、

・ 負担の外部化

・ 専門人材の囲い込み等
（＝経営資源の過少利用）

が生じないようにする必要。

地域的な課題 広域的な課題

圏域に求められる機能（イメージ）

圏域に求められる機能

各市町村に求められる機能

凡例



圏域の仕組みを考えるに当たっての論点整理（たたき台）
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【圏域と各市町村の自律性との関係】

〇 市町村が地域の実情やこれまでに形成されてきた一体性等を踏まえて実効的な協力関係を構築（＝水平補完）することが
できるように、圏域は、各市町村が自主的な判断に基づいて形成するものとすべきではないか。

【都道府県の役割】

〇 圏域を形成するか否かにかかわらず、全ての市町村において行政サービスの持続可能性を確保する必要があるのではな
いか。このため、圏域を形成しなかった市町村が、仮に、単独で行政サービスを維持できないと自ら判断する場合には、都
道府県が補完（＝垂直補完）する仕組みを設ける必要があるのではないか。

〇 都道府県は、必要と認める場合には、長期的な見通しの作成を自ら支援等すべきではないか。

【圏域形成の手続き】

〇 圏域では、関係市町村が長期的な共通利益を追求する取組を行う必要があり、そのためには、長期的な関係を構築する必
要があることから、形成手続きを通じて、圏域の安定性と実効性を確保する必要があるのではないか。

〇 具体的には、中心市と関係市町村（＝社会・経済・行政などで関連性を有する市町村）が長期的な見通しや基本的な方針を定める「基
本計画」を共同して策定した上で、各市町村の議会の議決を経て連携協約を締結することなどが考えられるのではないか。

【圏域における中心市の役割】

〇 圏域の中心市は、圏域を牽引する役割を果たす必要があることから、連携市町村と相互に協力しながら圏域全体の利益に
配慮して、圏域内で顕在化する共通課題に対して、いわば圏域の代表として対応する責務を負うべきではないか。

【圏域において処理する事務・施策の考え方】

〇 圏域において処理すべき事務・施策としては、生活圏域の広がりに対応するもの（市町村の区域を越える事業活動に関与を行うもの、

市町村の区域を越えて存在する資源を活用しようとするもの）や複数市町村で協調して社会的ジレンマに対処するもの、経営資源の供給
制約に対応するもの（複数市町村での共有・相互利用により低廉化や高度化・効率化を図るもの）などが考えられるのではないか。

【圏域において事務を処理する体制の考え方】

〇 圏域は、圏域単位で処理するものとされた事務を処理するものであるため、中心市と連携市町村による協議会の設置などに
際して、連携協約に一定の規定を設けている場合には、手続きを簡素化することが考えられないか。



参考
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①

新
潟
市
（
指
定
都
市
）

一般市

②長
岡
市
（
特
例
市
）

上
越
市
（
特
例
市
）町村

③

人口

事務量

警察、精神科病院の設置 等

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等

新潟広域都市圏

①魚沼地域
定住自立圏

②村上岩船
定住自立圏

③糸魚川
定住自立圏

長岡地域
定住自立圏

保健所の設置、
身体障害者手帳交付 等

（参考）新潟県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の状況【イメージ】
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市町村数：30
人口 ：約230万人（H27国調）

（平成３０年４月１日現在）



（参考）新潟県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の地理的状況

8（平成３０年４月１日現在）



人口

事務量

警察、精神科病院の設置 等

保健所の設置、
身体障害者手帳交付 等

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等

神
戸
市
（
指
定
都
市
）

一般市 町

①

播磨圏域
連携中枢都市圏

② ③

西
宮
市
（
中
核
市
）

尼
崎
市
（
中
核
市
）

明
石
市
（
中
核
市
）

宝
塚
市
（
特
例
市
）

姫
路
市
（
中
核
市
）

加
古
川
市
（
特
例
市
）

①北播磨広域
定住自立圏

②但馬定住自立圏
③淡路島

定住自立圏

（参考）兵庫県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の状況【イメージ】
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市町村数：41
人口 ：約553万人（H27国調）

関西圏（大阪市・堺市・神戸市・京都市への通勤・通学１０％圏（※））
（平成３０年４月１日現在）※連携中枢都市圏構成団体を除く。



（参考）兵庫県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の地理的状況

10（平成３０年４月１日現在）



人口

事務量

警察、精神科病院の設置 等

広
島
市
（
指
定
都
市
）

広島広域都市圏

呉
市
（
中
核
市
）

福
山
市
（
中
核
市
）

広島中央地域
連携中枢都市圏

備後圏域
連携中枢都市圏

児童相談所の設置、
県費負担教職員の任免 等

庄原市
定住自立圏

（参考）広島県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の状況【イメージ】
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市町村数：23
人口 ：約284万人（H27国調）

（平成３０年４月１日現在）



（参考）広島県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の地理的状況

12（平成３０年４月１日現在）



人口

事務量

市町村数：17
人口 ：約98万人（H27国調）

高
松
市
（
中
核
市
）

一般市

町村

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等瀬戸・高松広域連携
中枢都市圏

警察、精神科病院の設置 等

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等

瀬戸内中讃
定住自立圏

（参考）香川県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の状況【イメージ】

13（平成３０年４月１日現在）



（参考）香川県の連携中枢都市圏・定住自立圏等の地理的状況

14（平成３０年４月１日現在）



連携中枢都市圏形成の手続き

○ 地域において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が、近隣市町村と連携

して、圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけん引し、圏域の住民全体の暮ら

しを支えるという役割を担う意思を有することを表明。

① 連携中枢都市宣言

② 連携協約の締結

③ 都市圏ビジョンの策定

○ 連携中枢都市と連携市町村が、圏域全体の方向性、連携する分野、役割分担等を

規定した連携協約（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項）を締結。

○ 連携中枢都市が、連携協約に基づく具体的取組（期間・規模）について、近隣市町村

との協議を経て決定。

○ 圏域内の関係者の意見を幅広く反映させるため、産学金官民の関係者を構成員（※）

とした「連携中枢都市圏ビジョン懇談会」において検討。

≪構成員≫ ・ 産業、大学・研究機関、金融機関、医療、福祉、教育、地域公共交通等の代表者

・ 地域コミュニティ活動・ＮＰＯ活動の関係者

・ 大規模集客施設、病院等都市集積が生じている施設等の関係者 等

地方自治法に規定された連携協約を活用することで、それぞれの地方公共団体が義務
を負うことと、第三者による迅速・公平な解決方策が提示されることが制度的に担保され
ていることから、連携協約を締結した地方公共団体は継続的・安定的に安心して政策に
取り組むことができる。

【連携中枢都市圏形成の手続きイメージ】

Ａ市Ｃ町 Ｄ村

Ｂ市

②連携協約（ｃ）

①連携中枢都市宣言

②連携協約（ｄ）

②連携協約（ｂ）

③連携中枢都市圏
ビジョン

15



広域連携手法と行政事務の流れ（イメージ）

16

方針の検討／決定

計画策定

実施
（権限行使／事業執行）

（事務の流れ） （想定される連携手法）

協議会
（連絡調整
協議会）

連携協約

事務の
委託

事務の
代替執行

機関等の
共同設置

一部
事務組合

広域連合

地方公共団体の組合 地方公共団体相互間の協力

協議会

協議会

※計画策定協議会では、

広域にわたる総合的
な計画を共同で作成

※ 方針の検討に当たっては、連

携の前提となる基礎調査等
が行われる場合がある

参考
（第５回資料を一部改変）



広域連携制度の比較①

一部事務
組合

広域連合
機関等の
共同設置

協議会
（管理執行）

事務の委託
事務の

代替執行
連携協約

位置づけ 地方公共団体の組合 地方公共団体相互間の協力

連携
イメージ

組織 独立した法人格あり

法人格をもたない

構成団体の
職員が処理

※機関が存在
する

構成団体の
職員が処理

※機関が存在
しない

受託団体が
事務を処理

一方の団体（A）
が他方の団体
（B）の事務を

処理

－

法律
効果
の帰属
（括弧内は条
文を要約）

一部事務
組合に
帰属

広域連合
に帰属

各構成団体
に帰属

（普通地方公共団体
は、共同して、内部組
織、委員会等を置くこ

とができる）

各構成団体
に帰属

（普通地方公共団体
（又はその機関）が管
理し執行したものとし
ての効力を有する）

受託団体（A）
に帰属

（普通地方公共団体の
事務の一部を、他の普
通地方公共団体に委
託して、管理し執行さ
せることができる）

他方の団体
（B）に帰属

（普通地方公共団体は、
他の普通地方公共団体
の求めに応じて、当該
他の団体（又は執行機
関）の名において管理し
執行することができる）

－

その他

・ 財産を保有で
きる

・ 財産を保有で
きる
・ 首長を直接選
挙できる
・ 連合長に代え
て理事会を置くこ
とができる

・ 事務の管理及び
執行に関する法
令等の適用は、構
成団体の機関と
同一

・ 協議会固有の財
産・職員を有しな
い

・ 受託団体は受託
事務を自己の事
務として処理（委
託した団体は権限
がなくなる）

・ 代替執行事務の
処理権限は、代替
執行を求めた地
方公共団体に残
る

・ 民法の代理に相当

・ 基本的な方針や
役割分担を定め
る仕組み（管理
及び執行するこ
とはない）

・ 双務契約に類似

X

A B C

A B C

abc
事務処理

A B C

abc
事務処理

A B
基本的な方針

役割分担

事務処理
法律効果
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A B A B
事務処理
法律効果

法律効果事務処理

参考（第５回資料）



広域連携制度の比較②

一部事務組合 広域連合
機関等の
共同設置

協議会
（管理執行）

事務の
委託

事務の
代替執行

連携協約

当事者
（括弧内は地方自
治法上の規定例）

複数の団体
（「構成団体は・・・」）

複数の団体
（「普通地方公共団体は・・・共
同して・・・」）

１対１
（「普通地方公共団体は、・・・他の普通地方公共団体
と・・・」）

設置
①関係地方公共団体の協議、規約作成
②関係地方公共団体の議会の議決
③都道府県知事の許可（※１）

①関係地方公共団体の協議、規約作成
②関係地方公共団体の議会の議決（※３）
③都道府県知事への届出（※２）

解散
①関係地方公共団体の協議
②関係地方公共団体の議会の議決
③都道府県知事への届出（※２） ①関係地方公共団体の協議

②関係地方公共団体の議会の議決（※３）
③都道府県知事への届出（※２）

規約の
変更等

①関係地方公共団体の協議
②関係地方公共団体の議会の議決
③都道府県知事の許可（※１）

紛争解決
方法の
ビルトイン

×
（地方自治法上の紛争解決の一般的制度としての

自治紛争処理委員の調停によることは可能）

×
（地方自治法上の紛争解決の一般的制度としての

自治紛争処理委員の調停によることは可能）

〇
・ 自治紛争処理委員に
よる紛争処理の方策の
提示を申請できる

・ 当事者はその方策を
尊重して必要な措置を
執る必要（調停と異なり、
当事者の受諾を要しな
い）
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※１）都道府県の加入するもの及び数都道府県にわたるものについては総務大臣の許可
※２）都道府県の加入するもの及び数都道府県にわたるものについては総務大臣への届出
※３）連絡調整協議会の場合には、議決不要

参考（第５回資料）


